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第 ３ 回  熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

令和７年６月20日(金曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時30分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第２号) 

議案第27号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第３号) 

報告第１号 令和６年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についての 

うち 

報告第６号 令和６年度熊本県一般会計事

故繰越し繰越計算書の報告についての 

うち 

報告第14号 専決処分の報告について 

報告第17号 地産地消の推進に関する施策

の報告について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①「食のみやこ熊本県」創造推進ビジョ

ンについて 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 河 津 修 司 

        副委員長 池 永 幸 生 

        委  員 前 川   收 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 西 村 尚 武 

委  員 幸 村 香代子 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 中 島   豪 

       政策審議監 磯 谷 重 和 

   食のみやこ推進局長 辻 井 翔 太 

生産経営局長 德 永 浩 美 

      農村振興局長 永 田   稔 

        森林局長 宮 脇   慈 

        水産局長 那 須 博 史 

    農林水産政策課長 紙 屋 勝 良 

団体支援課長 岩 野 洋 士 

政策調整監 杉 谷 将 洋 

 流通アグリビジネス課長 甲 斐 久美子 

      農業技術課長 山 本 剛 士 

農産園芸課長 福 永   哲 

畜産課長 安 武 秀 貴 

     担い手支援課長 林 田 慎 一 

      農村計画課長 野 入 正 憲 

      首席審議員兼 

      農地整備課長 大 森 直 樹 

     むらづくり課長 岩 田 長 起 

      技術管理課長 宮 川 和 幸 

      森林整備課長 野 間   圭 

      林業振興課長 藤 田 隆 利 

森林保全課長 山 下 聖 二 

      水産振興課長 山 下 博 和 

    漁港漁場整備課長 植 田 光 和 

農業研究センター所長 工 藤 真 裕 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 岡 部 康 夫 

     政務調査課主幹 入 舟 卓 雄 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○河津修司委員長 ただいまから第３回農林

水産常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることといたしまし

た。 

 それでは、付託議案等の審査に入ります
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が、質疑については、執行部の説明終了後、

一括して受けたいと思います。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着席のまま簡潔に行ってください。 

 初めに、中島農林水産部長から総括説明を

行い、続いて、各担当課長から順次説明をお

願いいたします。 

 

○中島農林水産部長 今定例会に提案してお

ります議案の説明に先立ち、２点御報告いた

します。 

 まず１点目は、災害の未然防止の取組で

す。 

 本年は、平年より４日遅い６月８日に、熊

本県を含む九州北部地方が梅雨入りしており

ます。 

 梅雨期を迎えるに当たり、毎年５月上旬か

ら、山地防災パトロールや治山施設の点検等

を行っており、地域住民の方々などに実施状

況を周知し、防災意識の向上を図っておりま

す。 

 また、治水協定に基づく農業用ダムの事前

放流について、市町や土地改良区と実施手順

や連絡体制を確認するなど、着実に取組を推

進しております。 

 近年、自然災害の激甚化、頻発化が進んで

いますが、被害を未然に防ぐため、引き続き

緊張感を持って防災対策を徹底してまいりま

す。 

 ２点目は、熊本県農林水産各基本計画の改

定についてです。 

 農林水産部におきましては、農林水の各分

野の基本計画の改定を進めています。３つの

計画全てにおいて、くまもと新時代共創基本

方針に掲げる食のみやこ熊本県の創造に向

け、その要である担い手の確保、育成対策及

び農林畜水産物のさらなる高付加価値化を主

要な取組として位置づけ、稼げる農林畜水産

業を目指していくこととしています。 

 ３月から５月にかけて、各基本計画の改定

案についてパブリックコメントを実施し、合

計22件の御意見が寄せられたところです。 

 今後、寄せられた御意見を反映しながら、

７月の改定に向けて作業を進めてまいりま

す。 

 また、あわせて、日本の食を支える本県の

ポテンシャルを最大限に発揮できるよう、関

係者が一丸となって、農林畜水産物の高付加

価値化や販路拡大を推進していくための「食

のみやこ熊本県」創造推進ビジョンの策定も

進めています。 

 詳細につきましては、後ほど、その他報告

事項として御説明させていただきます。 

 続きまして、今回提案しております議案等

の概要を説明させていただきます。 

 まず、補正予算関係として、国の経済対策

を活用したスマート農業の推進、麦、大豆の

生産性向上、共同利用施設の整備推進への支

援に要する経費や、食のみやこ熊本県の創造

に向けた関係者のネットワークづくりや食関

連イベントの開催に要する経費等を計上して

おります。 

 これに、追加提案分の農業水利施設の電気

料金の高騰に対する助成を加えた総額22億円

余の増額補正を提案しており、補正後の現計

予算額は、一般会計、特別会計を合わせて

765億円余となります。 

 次に、報告関係では、令和６年度一般会計

に係る明許繰越し及び事故繰越について、工

事請負契約の変更について及び地産地消の推

進に関する施策について御報告させていただ

きます。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございます。 

 詳細につきましては、この後、担当課長か

ら説明させますので、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

○河津修司委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いいたします。 
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○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会説明資料、予算関係及

び条例等関係について説明させていただきま

す。 

 １ページをお願いいたします。 

 令和７年度６月補正予算総括表でございま

す。 

 (Ｂ)の示されている欄が通常分の６月補正

額で、欄の一番下、合計欄を御覧ください。 

 農林水産部の通常分の６月補正合計額は、

21億7,000万円余の増額補正です。 

 次に、(Ｃ)の欄、追号分の６月補正で、こ

れは、国の米国関税措置を受けた緊急対応パ

ッケージに伴うものでございますが、欄の一

番下、追号分の６月補正額は、3,000万円の

増額補正となります。 

 農林水産部の６月補正後の総額は、一番

右、計の欄、一番下の合計額のとおり、765

億円余となっております。 

 この後、主なものを各課から説明いたしま

すが、１ページの前のページ、目次の最後の

ところに、米印の資料凡例として、説明欄を

設けております。 

 該当事業には、マル新、追号、物価高騰対

策と記載しております。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○杉谷食のみやこ推進局付政策調整監 食の

みやこ推進局付でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２段目、説明欄、「食のみやこ熊本県」創

造推進事業は、県内では、食に関する関心度

や県外からの食のイメージ向上が課題である

ことを踏まえ、県が旗振り役となり、食の関

係でつくるネットワークの立ち上げや県内の

食をＰＲするイベントの開催など、機運醸成

の取組のほか、高級レストランの誘致などの

高付加価値化や販路拡大に向けた取組に要す

る経費でございます。 

 食のみやこ推進局付は以上でございます。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ２段目、説明欄をお願いいたします。 

 新規事業、食の魅力向上に繋がる料理人育

成事業につきましては、県産品のイメージ向

上、消費拡大に向け、熊本の食の魅力を消費

者に発信できる料理人を育成するため、県内

の料理人が、県産品の魅力を知り、生産者と

もつながるきっかけづくりとしての産地見学

の実施や、郷土料理や食文化、効果的な広報

手法等を学ぶ研修の場の提供などに要する経

費でございます。 

 流通アグリビジネス課は以上です。 

 

○山本農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ２段目の農業改良普及推進費の説明欄、ス

マート農業・農業支援サービス事業導入総合

サポート緊急対策事業は、農業支援サービス

事業の展開を加速化させるため、サービス事

業体におけるスマート農業機械等の導入に対

して助成するものでございます。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 ５ページをお願いします。 

 上から２段目の米麦等品質改善対策事業費

の説明欄、麦・大豆生産技術向上事業は、

麦、大豆の生産体制強化を目指す産地に対

し、作付の団地化、営農技術、機械導入等を

ソフト、ハードの両面から支援するもので

す。 

 次の段、生産総合事業費の説明欄、農業共

同利用施設再編集約・合理化支援事業は、老
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朽化した農業共同利用施設の再編、集約、合

理化に取り組む産地の施設整備に対する助成

でございます。 

 農産園芸課は以上です。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 ６ページをお願いします。 

 上から２段目、農村地域農政総合推進事業

費の説明欄、地域計画推進事業は、国による

新規事業で、地域計画を実践し、農地の集

積、集約を進める上で障壁となる所有者不明

農地の対策を実施する熊本県農業会議に対す

る助成です。 

 ４段目、農業改良普及推進費の説明欄、新

規就農者育成総合対策事業は、親元就農を含

む認定新規就農者の経営発展のために、機

械、施設の導入等を支援する事業で、その活

用等、国による採択が当初予算を上回ったこ

とから、増額の補正をお願いするものです。 

 担い手支援課は以上でございます。 

 

○野入農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 ７ページをお願いします。 

 ２段目、土地改良事業等指導監督費につい

ては、土地改良区体制強化事業として、水土

里ビジョンの策定に取り組む土地改良区など

に対して助成を行うものです。 

 農村計画課は以上です。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ２段目の国庫支出金返納金の説明欄、土地

改良事業国庫支出金等返納金は、農業生産基

盤整備事業などの事業費確定に伴う市町村な

ど負担金の返納金でございます。 

 ４段目の土地改良施設維持管理事業費の説

明欄、土地改良施設突発事故復旧事業につい

ては、土地改良施設の突発事故時における緊

急対応に要する経費でございます。 

 ６段目の単県農地防災施設管理費の説明欄

１、農業水利施設電気料金高騰対策事業は、

土地改良区が管理する農業水利施設の電気料

金の高騰に対する助成となります。 

 ２の農業水利施設省エネルギー化推進事業

につきましては、土地改良区などが管理する

農業水利施設の電気料金などの高騰に対する

助成となります。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○岩田むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 ９ページをお願いします。 

 ２段目の農村地域農政総合推進事業費の説

明欄、棚田地域振興推進事業は、棚田地域振

興法に基づく指定申請等の推進に要する経費

及び指定された棚田地域の保全や振興活動に

取り組む協議会等に対し助成を行うもので

す。 

 むらづくり課は以上です。 

 

○野間森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 10ページをお願いします。 

 ２段目の国庫支出金返納金は、森林施業の

集約化を促進する森林整備地域活動支援交付

金事業の過年度支出について、市町村の交付

金返還に伴う国への返納金でございます。 

 森林整備課は以上です。 

 

○山下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 11ページをお願いします。 

 治山災害復旧事業に係る国庫支出金返納金

については、令和４年度の同災害復旧事業

を、令和６年度に事故繰越の上施工中のとこ

ろ、梅雨前線豪雨及び台風第10号の影響によ

り、工事の進捗に遅れが生じ、年度末の最終
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出来高が前払い金の額を下回ったことに伴

い、その差額を国庫に返納するものでござい

ます。 

 森林保全課は以上です。 

 

○山下水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 12ページをお願いします。 

 ２段目、施設整備事業費の説明欄、浜の活

力再生加速化支援事業は、県海水養殖漁業協

同組合が行う共同利用施設、具体的には、養

殖いかだを係留するための施設や製氷機の整

備を助成するものです。 

 また、４段目、水産研究センター費の説明

欄、試験調査事業は、水産業の発展に向けた

技術開発、試験研究のうち、アユに関し、新

たに国と連携し、海域における稚アユの生息

状況調査に要する経費でございます。 

 水産振興課は以上です。 

 

○植田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 ２段目、漁港関係港整備事業費の説明欄、

港整備交付金事業費、市町村漁港建設費補助

は、地域再生のために、隣接する港湾と漁港

双方の一体的な整備を実施する市町村に対し

て助成する経費で、玉名市管理の玉名漁港へ

の配分を予定しております。 

 漁港漁場整備課は以上です。 

 

○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 14ページから44ページまでは、昨年９月、

11月、２月の定例会で御承認いただきました

令和６年度一般会計繰越明許費の御報告でご

ざいます。 

 私のほうから、14ページの総括表で一括し

て御説明いたします。 

 件数及び繰越額の一番下段の合計の欄を御

覧ください。 

 農林水産部全体で、649件、401億円余の繰

越しとなっております。 

 繰越しの理由につきまして、左の内訳欄に

３つ整理をしております。 

 計画に関する諸条件は、各種協議や地元と

の調整に不測の日数を要したものや国の補正

予算に基づくもので、交付決定が年度末とな

り、工期の確保ができなくなったものなど

で、521件、296億円余です。 

 資材の入手難は、建築、土木資材等の入手

や労務者の手配に不測の日数を要したもの

で、56件、42億8,000万円余です。 

 その他は、用地補償の交渉や自然災害によ

る復旧工法の検討に不測の日数を要したもの

などで、72件、61億8,000万円余となってお

ります。 

 続きまして、45ページをお願いいたしま

す。 

 ここからは、事故繰越でございます。 

 令和６年度一般会計事故繰越し繰越計算書

総括表でございます。 

 件数及び繰越額の一番下の計の欄を御覧く

ださい。 

 農林水産部全体で、136件、71億9,000万円

余の繰越しとなっております。 

 事故繰越の詳細につきましては、この後、

各課から主なものについて御説明を申し上げ

ます。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 46ページをお願いいたします。 

 最上段、地域密着型農業基盤整備事業費か

ら、ページが飛びまして、48ページ２段目の

県営農地等災害復旧費、ここまでにつきまし

て、これらにつきましては、農地や農業用施

設の整備または災害復旧に要する事業でござ
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います。 

 これは、合計しますと、８事業46件の工事

につきましては、関係機関や地元関係者との

協議に不測の期間を要したものや、工事実施

に当たり、現地条件の相違により追加工事が

発生したことで、工事施工に不測の日数を要

したことが事故繰越の主な理由となっており

ます。 

 なお、繰り越した工事につきましては、い

ずれも施工業者との契約を締結したものであ

りまして、工期内、年度内完成を目指し、事

業の進捗を図ってまいります。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○野間森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 49ページをお願いします。 

 １段目の間伐等森林整備促進対策事業費及

び２段目の県有林整備事業費につきまして

は、搬出路の被災や人員不足により、事業実

施に不測の日数を要したものであり、年度内

完了を予定しております。 

 森林整備課は以上です。 

 

○藤田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 50ページをお願いいたします。 

 １段目の林業・木材産業生産性強化対策事

業費につきましては、事業着手後、木材乾燥

装置に関係する部品の価格が上昇したこと

で、部品の調達先の変更等を余儀なくされた

もの１件です。 

 ２段目の県営林道事業費、３段目、過年林

道災害復旧費は、令和２年７月豪雨災害復旧

工事の集中により、建設業における作業員の

確保や資材調達の困難、また、資材搬入路と

して使用する林道工事の遅延により、不測の

日数を要したものが合計39件です。 

 ４段目の現年林道災害復旧費につきまして

は、のり面崩壊地の拡大により、対策工の検

討に不測の日数を要したもの１件です。 

 いずれも年度内完了を予定しております。 

 林業振興課は以上です。 

 

○山下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 51ページをお願いします。 

 最上段の治山事業費から最下段の単県治山

事業費(市町村営)、続いて、52ページの現年

治山災害復旧事業費は、山地災害からの復

旧、または災害の未然防止を図る対策であり

ます。 

 この６事業、43件については、受注者にお

いて、工事施工上の人員を十分に確保できな

かったことや他の災害復旧工事との調整に多

くの日数を要したことなどが事故繰越に至っ

た要因でございます。 

 繰越しした箇所は、いずれも年度内の完了

を予定しております。 

 森林保全課は以上です。 

 

○植田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 53ページをお願いいたします。 

 １段目の漁村再生交付金事業費は、漁村再

生計画に基づく環境整備に要する経費で、塩

屋漁港の漁業集落道工事において、工事着手

後に判明した水道管移設に不測の時間を要し

たものです。 

 ２段目の水産物供給基盤機能保全事業費

は、漁港施設の長寿命化対策に要する経費

で、牛深ハイヤ大橋の橋梁補修工事等におい

て、工事着手後に判明した支承構造の変更等

により、不測の期間を要したものなど３件で

す。 

 これらについては、いずれも年度内完了を

予定しております。 

 漁港漁場整備課は以上です。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま
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す。 

 54ページをお願いいたします。 

 専決処分の報告になります。 

 報告第14号、工事請負契約の変更について

でございます。 

 令和４年度着手の芦北管内地区県営災・工

事費(過年)第16号工事他合併請負契約のう

ち、契約金額について、８億8,032万852円を

８億8,968万9,530円に変更するものです。 

 事業の概要につきましては、次の55ページ

に記載をしております。 

 工事内容につきましては、道路の復旧工事

となっております。 

 請負契約の変更理由につきましては、３番

に記載をしておりますが、農道の安全な通行

のための防護柵など、安全設備の追加などに

伴うものでございます。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 56ページをお願いいたします。 

 くまもと地産地消推進県民条例第10条第２

項で、地産地消の取組推進のため、毎年関連

施策を取りまとめ、議会に御報告することと

なっておりまして、この規定に基づきまし

て、今回御報告するものでございます。 

 例年６月議会で御報告いたしております。 

 概要につきましては、63ページで御説明さ

せていただきます。 

 63ページをお願いいたします。 

 ２の報告の内容でございます。 

 令和６年度につきましては、全体で12部

局、77施策に取り組んでまいりました。令和

７年度につきましては、下に記載の(1)から

(5)の、この５つの観点から、12部局、79施

策に取り組んでまいります。 

 主なものについて御説明をいたします。 

 まず、(1)の県民の県内農林畜水産物等へ

の理解の深化及び郷土愛の育成でございま

す。 

 県民アンケートの結果を見ますと、県民の

地産地消への関心につきましては、９割程度

を維持しておりますけれども、引き続き、関

心を喚起し、実際の消費行動につなげていく

ために、ＳＮＳ等を活用した効果的なＰＲを

展開してまいります。 

 次に、(2)の安全安心で高品質な農林畜水

産物等の生産と高付加価値化でございます。 

 食のみやこ熊本県の創造に向けまして、生

産者や食関連企業、行政等、地域が一体とな

ったコンソーシアムの組織化と拠点となる施

設の整備等を重点的に進めることで、県産農

林畜水産物の高付加価値化を促進し、稼げる

農林畜水産業の実現を目指してまいります。 

 (3)県内農林畜水産物等の流通の促進及び

消費の拡大につきましては、生産者と地産地

消協力店のマッチング交流会の実施などによ

り、県産品の販路拡大及び地産地消の促進を

図ってまいります。 

 (4)農林畜水産業と商工・観光業等の連携

による地域経済の活性化につきましては、農

商工連携により、マーケットインの視点で、

新商品の開発、テストマーケティング等の支

援を行ってまいります。 

 最後の(5)農林畜水産業が果たす多面的機

能の再認識につきましては、県内小学生に対

しまして、電子化した副読本を活用して、農

林畜水産業が果たしている多くの役割につい

て周知するなど、学校教育を通した理解促進

を図ってまいります。 

 流通アグリビジネス課の報告は以上でござ

います。 

 

○河津修司委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたので、質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いいた

します。 
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 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんでしょう

か。 

 

○前川收委員 ５ページ、農産園芸課のほう

にちょっと質疑をしたいと思います。その他

もございますので、またほかの課にもします

が。 

 農産園芸課、５ページの米麦等品質改善対

策事業費ということで、今回は、麦と大豆の

生産技術の向上のための予算ということで補

正予算を組んでありますが、一番気になって

るのはお米の話でありまして、今回の補正と

直接関係はないかもしれませんが、米、麦、

大豆の生産という前提の中でお尋ねさせてく

ださい。 

 県内の米の作付が、田植が、今どんどん進

んでいる状況であります。天草等はもう早く

から終わってると思いますが、気になるの

は、令和の米騒動と言われて、今米不足とい

うことで、非常に米の値段が高騰していると

いうことは御承知のとおりであります。 

 そこで、幾つかの原因が考えられるわけで

ありますけれども、そもそも、米が総量とし

て足りないんじゃないかというお話もありま

す。もちろん流通の問題もあるんじゃないか

とか、様々問題があろうかと思いますし、前

回のたしか委員会でも、私のほうから同様の

質問もさせていただいたわけでありますが、

県内で、気になるのは、これまでずっと流れ

を見ていると、いわゆる主食用米からＷＣＳ

をはじめとした飼料米のほうにかなりの部分

シフトしてきたというのが大きな流れだった

と思います。 

 今年の作付状況をどのように把握されてい

るか、どういう動きが出てるのか、例えば、

去年と変わりませんなのか、それとも、飼料

米が減って、ＷＣＳが減って、主食用の米の

ほうに作付が動いてきているのかどうなの

か、とても興味があるところですし、そのこ

と全体が、多分、熊本がそうであれば、全国

的な傾向にもなってくると思いますけれど

も、全国的な傾向も分かれば教えてもらえれ

ばというふうに思います。これがまず第１点

です。 

 それと、同様に、５ページの下の段、生産

総合事業費の中で、農業共同利用施設の再

編、合理化ということで補正予算が組まれて

おります。この中身、補正額として14億

8,700万ということで、かなり大きな施設だ

なという感じをしておりますけれども、この

中身について教えてください。 

 あわせて、今国のほうで、５年間で２兆

5,000億の予算を組んで、新しい農業の基盤

をつくっていこうというお話が出ておりま

す。具体的に予算としてまだ下りてきている

わけじゃないと思いますが、概要的な話が農

林水産部のほうに届いてて、その内容が分か

れば、ぜひ教えてもらえればというふうに思

います。 

 あとは、事故繰越、いわゆる繰越明許、そ

れから事故繰越という形になっております

が、もう全体的には、事業予算というのはほ

とんどが補正予算で組まれてて、これはも

う、いわゆる補正予算というのはもう、単年

度と変わらないんですね。もう予算組んだ瞬

間に繰越明許になってしまうという状況であ

りますから、事故繰りが多くなるのはやむを

得ないというふうに思っておりますけれど

も、それの国側の対応。昔は事故繰りは絶対

駄目だと言って財務省から怒られるとかいう

話が随分ありましたが、最近どういう状況な

のか、きちっとした理由があれば大丈夫なの

か、その点について教えてください。 

 以上です。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 まず、米の作付見込み等について御回答い
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たします。 

 国のほうで、４月末の作付意向調査という

のを取りまとめております。全国的には、前

年実績を上回る7.5万ヘクタールが増産され

るということでございます。 

 本県においても、令和６年産の実績が２万

8,800ヘクタールですけれども、600ヘクター

ル程度の作付増の見込みでございます。 

 一方で、御指摘のありました作付が減るよ

うな作物ですけれども、主に、ＷＣＳのほう

が400ヘクタールぐらい減るんじゃないか

と。それから、飼料用米のほうが100ヘクタ

ールぐらいは減るんじゃないかというふうに

見込んでおります。 

 そのほかにも、少しずつ減ってくる分もあ

ろうかというふうに思っております。 

 次の作付意向調査というのが、公表が７月

末に予定をされてございます。そこでより正

確な状況が判明してくるかなというふうに思

っております。 

 それから、農業共同利用施設の再編事業の

件でございます。 

 農業共同利用施設再編集約・合理化支援事

業につきましては、令和６年度の２月補正で

も措置をいただいております。ただ、今回に

つきましては、追加要望分をお願いをしてい

るところでございます。 

 今回は、カントリーであるとか、ライスセ

ンターとか、そういったものの再編であった

り、合理化に取り組む予定にしております。 

 予算のほうの動きでございますけれども、

この事業につきましては、国のほうが、５年

間集中的に措置をするということでございま

す。そういうこともありまして、県のほうで

は、まず５年間分のニーズを把握しようとい

うことと、例年８月頃に実施してました要望

調査を５月に前倒しをして、早くから伴走支

援ができるようにということで、取り組んで

いきたいと思っております。 

 あわせて、今事業周知ということで、キャ

ラバンも組んで、各地域のほうに、この事業

内容の周知あたりもさせていただいていると

ころでございます。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○中島農林水産部長 ただいま委員のほうか

ら御質問のありました2.5兆円、こちらのほ

うの国の動きの概要について御説明をさせて

いただきます。 

 先ほど委員のほうからお話がありましたよ

うに、国のほうにおきましては、この５年間

については農業構造転換の集中対策期間とい

う形で位置づけられました。 

 で、私どものほうには、報道の情報だった

り、あと、自民党のほうの情報等を入手して

おりまして、その情報から申し上げますと、

まず１点目、農業、農村整備、こちらのほう

につきましては、農地の大区画化というもの

を一つの方向としまして、おおむね8,000億

程度が示され、また、２点目、共同利用施設

の再編、集約化、こちらのほうでおおむね9,

000億程度、３点目がスマート農業技術、新

品種の開発、こういったものにつきまして

は、おおむね7,000億円程度、最後、４点

目、輸出産地の育成、こちらのほうでおおむ

ね2,000億円程度という形で、総額約2.5兆

円、これを方向として、別枠での確保という

ふうな情報がこちらのほうには入っている状

況です。 

 以上です。 

 

○大森農地整備課長 ３点目、事故繰越の関

係でございます。 

 繰越しに関しましては、財政法やその他規

則に基づきまして、財務省なりと調整をしな

がら事務を進めているところでございます。 

 一時期、コロナの頃は、やはり執行の難し

さから、かなり事故繰越について寛容な雰囲

気がありましたけれども、今コロナも明けま

したので、やはり繰越事由ということは厳し
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く見られているというところでございます。 

 県としても、繰越しを少しでも少なくする

ために、やはり、工事期間を十分確保する、

それから早期に発注をして、不測の事態が起

きたときにも対応できるような、そういった

ことも進めておりますので、様々な手を加え

ながら、繰越しの減少に努めていきたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 まず、米の作付状況、５ペー

ジ、米、麦、大豆対策ということであります

から、補正予算とは直接関係ありませんが、

今の御説明で大変ありがたかったんですけれ

ども、主食用米がプラス600ヘクタール、そ

れからＷＣＳがマイナス400ヘクタール、そ

れと、飼料用米がマイナス100ヘクタール、

残りちょっと数字が合わないのは、あと100

がどこから来たのか分かりませんけれども、

それはいいんですけれども。 

 ちょっと心配なのは、畜産県であるこの熊

本において、飼料用米がどんと減るというこ

とが、畜産農家に対してどういう影響が出る

んだろうかということ、これは飼料用米も同

じでありますけれども、その辺のところの影

響はどうなるかというのは、ちゃんと見てい

らっしゃるのかどうか、それが第１点でお尋

ねしたいと思います。 

 それから、その次の生産総合事業費の中

で、カントリーエレベーターやライスセンタ

ーの共同利用施設再編、合理化ということ

で、今回の予算には組んだということであり

ますが、これは、２兆5,000億の内じゃなく

て、また外なのかなと思って、どっちなの

か、ちょっと私も事業ははっきりどこから始

まったのかがよく分かりにくいので、さっき

の課長の説明では、この中に入っているとい

うような説明だったみたいでありますけれど

も、それがどうなのかということ。 

 というのは、なぜかというと、これからか

なり集中して、今お話があったとおり、部長

から説明があったとおり、農地の大区画化と

か共同利用とか、スマート農業とか、輸出対

策、それぞれ何千億単位で５年間であるわけ

でありますから、これは、全体計画をしっか

りつくって、そこに精力的に手を挙げていか

なきゃいけないというふうに思ってますが、

その計画の中に、今回のこの補正予算が入っ

ているのかどうかをもう一回教えてくださ

い。 

 それと、事故繰りは別に林業だけの話じゃ

なくて、全体にあると思いますし、先ほど言

ったとおり、事故繰りの主な要因の一つは、

やっぱり補正予算で、当初予算が組まれて

て、１か月後に繰越明許をやって、１年後に

もう事故繰りということになってしまう今の

予算の現状から見れば、それでも事故繰りは

駄目ですよって、予算の財政当局がそれを言

うのは、仕事だから仕方ないとはいえ、それ

にちゅうちょし始めたら、予算を取れなくな

ってしまうと、手を挙げられなくなるという

ふうに思いますので、私はむしろ、そのこと

はそのこととして、気にするなとは言いませ

んけれども、やっぱり予算を取るというの

は、県民のために必要な事業をちゃんとやっ

ていくということが大前提ですから、そこ

は、答弁は要りません、積極的に取り組んで

いただきたいと思います。 

 それ以外のさっきの部分をお願いします。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 先ほど農産園芸課長のほうから、600ヘク

タールが主食用米として増え、400ヘクター

ルＷＣＳ分が減少すると。と、100ヘクター

ル飼料米分が減少するというお話がありまし

たが、稲ＷＣＳにつきましては、稲作農家に

とっては作りやすく、畜産農家にとっては飼

料価値の高い粗飼料であり、耕種農家、畜産

農家とも、出荷、販売契約に基づき、計画的

に生産されている状況でございます。 
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 本県では、この生産が着実に拡大しまし

て、令和６年、作付面積は9,400ヘクタール

ということで、これは全国１位の面積となっ

ております。 

 県内で生産されたＷＣＳ用の稲につきまし

ては、一部は県外にも取引されているという

状況になっております。 

 また、県内ＴＭＲセンターが稼働しており

ますが、そこでの飼料原料としても、ＷＣＳ

が定着しているという状況でございます。 

 今回、400ヘクタールが減少するというこ

とで、9,400ヘクタール分の400ヘクタールと

いうことで、4.3％減少ということになりま

す。現在のところ、影響は局所的ではなかろ

うかと思っておりますが、今後の作付動向を

注視してまいりたいと思います。 

 また、飼料米につきましても、同じような

傾向でありまして、本県の場合、1,392ヘク

タールあります。これは、全国的に見ると、

そこまで多い面積ではありませんが、今穀物

飼料が非常に高騰している中、貴重な国内産

飼料という位置づけになっておりまして、一

部では、ブランド畜産物にも利用されている

ということでございます。 

 こちらにつきましても、減少幅としては、

前年比7.1％減ということになります。これ

も、影響としては限定的ではなかろうかと思

いますが、今後の作付動向を注視しながら、

また対策等を考えてまいりたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 農業共同利用施設再編集約・合理化支援事

業の予算関係について御説明をいたします。 

 この事業については、国のほうの事業名称

が、新基本計画実装・農業構造転換支援事業

ということで、国の予算について、昨年度の

経済対策としての補正予算が、この事業につ

いては400億円、それから、当初でも80億円

ついておりまして、これに対応した予算とい

うことで、今回の６月補正のほうは、そうい

うことで整理をしております。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○前川收委員 これにっておっしゃった、こ

れってどれですか。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 新基本計画実装・農業構造転換支援事業と

いうことで、この事業については、昨年度の

補正で400億円、それから、国の当初予算と

いうことで80億円、合計480億円、国のほう

で措置をしていただいてますので、その分に

対して、今回、６月補正ということでござい

ます。 

 

○中島農林水産部長 福永農産園芸課長のほ

うから説明申し上げましたとおり、今回の６

月補正で計上しております事業につきまして

は、国の昨年度の経済対策という形になって

おります。 

 方向としましては、今回2.5兆円、全体的

な方向として、集中期間という形ですけれど

も、今回の国の６年度の経済対策及び集中５

か年期間、これを総合して共同施設という形

になっているようです。 

 予算枠としては、これはあくまで国の６年

度の経済対策分という形になります。 

 

○前川收委員 はい、分かりました。ありが

とうございます。 

 主食米が増えることが、これは今の社会の

流れから見れば、米不足という――実態は私

も分からないんですけれども、に対応すると

いう前提では、県内もそれは仕方ないという

ふうに思いますが、今、減った分があまり影

響が出ないという話でありましたから、そこ
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はしっかり見ながらやっていっていただきた

いなというふうに思っております。 

 以上です。 

 それから、カントリーエレベーターとかラ

イスセンターとか、非常に巨大な、非常にお

金がかかる施設が、かなりもう老朽化して、

耐用年数に来てるという、そろそろ替えなき

ゃいけないなというところが、かなり県内に

もたくさんあるんだろうと思ってますので、

これはやっぱり５か年計画の中にきちっと位

置づけて、そのまんまじゃなくて、やっぱり

合わせ技で、共同利用を広げるとか、いろん

な合理化をするとか、そういうことを少し、

利用されている皆さん方ともしっかり協議を

しながら、今がチャンスですから、こういっ

た特別な予算が出るならば、それをしっかり

取りにいくということが必要であろうという

ふうに思いますし、また、農地のほうもそう

でありますし、共同利用施設とかスマート農

業、それぞれ、この新しい５年間２兆5,000

億の予算に対しては、積極的に取り組んでく

ださい。要望です。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 ちょっと関連でいいです

か。 

 米の話で、まとめて後で聞こうかなと思っ

たけれども、今流れがずっとありましたの

で、ちょっと米のことについて確認をさせて

ください。 

 まず、昨年、米として、我が県でできたの

は何トンなのかということで、その内訳をち

ょっと、内訳というか、総量を教えてくださ

い。 

 それと、その内訳で、主食米が何十トン、

何百トン、ＷＣＳが何トン、また、飼料米が

何トンと、この数字をちょっと今教えていた

だきたいと思います。 

 

○福永農産園芸課長 すみません、内訳とい

うところは、ちょっと今手元で探していると

ころですけれども、主食用米としては、例年

15万トンほど、本県のほうで生産されており

ます。それに対する県内消費量のほうを試算

しますと、約９万トンぐらいが県内の消費量

ということで、県としては、需要を上回る生

産のほうを行っております。 

 で、内訳のところは、すみません、ちょっ

と今データを探しておりますので――内訳で

すけれども、主食用以外に、すみません、ち

ょっと量のところがすぐ出ませんけれども、

例えば、加工用米であれば、６年産で667ヘ

クタール、それから飼料用米であれば、６年

産で1,390ヘクタール、それから、ＷＣＳが

9,400ヘクタール、それから、米粉用米が160

ヘクタール、それから、輸出等が40ヘクター

ルぐらいということで、申し訳ありません、

作付面積でございますけれども。 

 

○城下広作委員 量では分からないというこ

とですね。 

 

○德永生産経営局長 面積換算になりますけ

れども、主食用米が14万7,000トン、米粉用

米が841トン、飼料用米が7,255トン、それ以

外の新規需要開拓、輸出用とかですけれど

も、それが202トン、加工用米が3,454トンと

いうことで、ＷＣＳのほうは、実として取り

ませんので、トン換算ができないということ

になります。面積だけになります。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 なぜこれを聞いたかという

と、今、その数量の把握の仕方です。それ

は、要するに、米騒動があって、去年の分が

総トータルでどのくらい取れたか、取れない

か、それもよく分からない状態で、今、ほと

んど聞いたのが面積なんですよね。面積で、

そして、それに対して、反当たり幾ら取れる

だろうということで量を出すというやり方な
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んですけれども、例えば、主食米にしても、

例えば、組合に入ってる方は農協に対して幾

らとか、納めたとか分かるけれども、非組合

の方も多くて、自主流通で出している人がい

ると、総量というのは正しくつかむことがで

きるんだろうかという、そもそもの疑問があ

るけれども、これはどうなんでしょうか。今

言われた数字の把握の仕方。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 米の全体の収穫量というのは、国の統計の

ほうで調査をしております。収穫量調査とい

うことで、今のところは、全国標本調査とい

うことで、8,000筆ほど抽出をして、そこの

収穫量を調査しまして、それで全体の推計を

するということで、これまでもずっとそうい

った形の調査で集計をされております。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 従来のそれは分かってるん

ですよ。いや、それで、じゃあ私は今年何反

作って何反減反しますとかというのを――い

わゆる、何回も言うように、組織にちゃんと

管理されてる方は分かるけれども、そうじゃ

ない方が幾ら作るとか作らぬというのは、な

かなか難しいんじゃないかと、その把握は

と。それを分からないまま、量を全体が幾ら

とかなんとかという話は――例えば、ＷＣＳ

を400ヘクタール減らしますと言っても、じ

ゃあ、それは400ヘクタール減らす人が申告

して、これだけうちは今度減らしますと言う

たら、その数が分かるけど、それはどういう

形でこの数字が、400が出たのかという、そ

こもちょっと疑問になるんですよ。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 再生協議会という組織がございまして、こ

れは県段階、それから市町村段階にございま

す。 

 先ほど、作付意向調査というのをちょっと

お話をさせていただきましたけれども、市町

村なりの再生協議会のほうで、それぞれの、

主食用だったり加工用だったりとかを、作付

のほうを把握されて、それを県段階で取りま

とめをして、国のほうに報告をして、全体の

国のほうでは、その作付見込み調査というこ

とで取りまとめをされております。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 その作付調査という分が、

いわゆる農業で作付をされる方の対象が全部

そこで網羅できるという状況なのか、それと

も、いや、それは、歩留りとして、何割は把

握できないとか、そういうのはどうなんです

か、実際に。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 全体を網羅されているというふうに思って

おります。 

 

○城下広作委員 それは、組織化されてない

分を把握するというのは、なかなか本当は難

しいんじゃないかと。そこが、ある意味では

数量の誤差というかね、実際これだけあるだ

ろうというのが、逆にはなかったりとかとい

うような形につながるんじゃないかというこ

とで、ただ、正確にはそれは把握は難しいで

すよ。だけど、それがどういう形ですると、

一番現実に間違いないような作付面積、そし

てその作付で、例えばサンプルで、ここは大

体反当たり幾ら取れる、ここは幾ら取れる、

その平均値で総量を出すやり方だと思うんで

すけれども、その辺の正確性を追求するとい

う――やっぱり今からは、足る、足らないと

かといったときに、やっぱりその量の把握と

いうのが、非常にある程度正確といいます

か、現実に近いようにならないと、現実に手
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を打つときに、それが有効な手を打てないん

じゃないかというふうに思います。 

 例えば、個人の家が、うちは今年何俵取れ

た、ところが、納めるのはこのぐらいに流通

するけれども、自分の家では、今まで10俵し

か蓄えてないけれども、今度は15俵、もしか

したら厳しいからって、みんなが同時にそう

思ったら、現場には出ないわけでしょ。取れ

た分と、現場の分のいっと？米の量とは全然

また乖離が出てきたりとかして、こういうこ

とが結果的に米騒動の一つの原因にもなるん

じゃないかと、そういう心配があるもんだか

ら、いわゆるやっぱりこの量の正確性という

のは、今後国も考えるでしょうし、我々も、

どういうふうな形があると一番正確につかむ

ことができるんだというのは大事な視点では

ないかなと思って。 

ＷＣＳで400ヘクタール減る、飼料米で100

ヘクタール減る、そして、あとは主食米で60

0ヘクタール増えるというけれども、この数

字がそのままだったらいいんだけれども、こ

れがもしかしたら現実にちょっとずれがある

と、見込みの数が変わってくるんじゃないか

と心配するから。 

 この辺は、今後恐らくいろんな論議もあ

り、正確に把握するという形は、考え方が変

わるんじゃないかなと、ちらちらとそういう

話が出てるから、それをちょっと期待したい

なというふうに思っております。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 まず、加工用米とか、飼料用米とか、ＷＣ

Ｓ等については、これは、経営所得安定対策

等ということで、国の助成制度もございまし

て、そういう助成金とも直結するものですか

ら、面積等はまずしっかり把握をされてござ

います。 

 それから、先般、小泉大臣のほうが、この

収穫量調査の見直しをちょっと明言をされて

おりまして、その中では、従来の標本調査の

見直しもするし、加えて、衛星データとかＡ

Ｉ等を駆使しまして、その精度を上げていく

ということを、見直しとしておっしゃってお

られますので、そういったところもちょっと

期待をしていきたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 今のを関連でと言うて、関

連じゃないものをもともと聞きたかったもの

ですから、すみません。 

 ３ページ、熊本の食の魅力を発信できる料

理人の育成に取り組むと、後で食のみやこ、

これの話もあると思うんですけれども、例え

ば、これは、結構有名な方とか、ある程度自

覚のある方は、熊本の地産地消で、いいもの

で、食材にして、付加価値があって、単価を

上げようという努力はされているんですけれ

ども、そういう人以外に、新たに人を増やし

て見つけるということなんですかね。 

 それと、この人材は、募集なのか、ある程

度もう決め打ちで考えている人にお願いをす

るという取組、どちらなんですか。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 ただいま御質問がありました件ですけれど

も、一応想定をしておりますのは、これか

ら、県産食材とか、そういったものを新たに

使いたい、もしくは、これまで以上に使って

いきたいというふうに考えておられるよう

な、若手の料理人の方を想定しておりまし

て、大体30名から40名程度を考えておりま

す。 

 御質問のありました、その募集とかそうい

うものの仕方でございますけれども、現在、

これまでに当課の事業等でお付き合いのあり

ます料理人の方とも意見交換をしながら、Ｐ

Ｔをつくって、その選定基準、こういった方
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に研修を受けていただきたいという、ある程

度の基準をつくりまして、募集をするという

形で考えております。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 ある程度基準もつくらなき

ゃいけないし、最初から、もう何か知り合い

の方を選ぶというんじゃなくて、やっぱり公

平、公正で、そして、本当にこういうチャン

スを捉えて、しっかり育成していくという形

の事業にやっていただきたいなという要望し

ておきたいと思います。 

 もう１点です、すみません。 

 ６ページです。 

 これは、新規事業で、所有者不明農地対策

という事業があるんですけれども、もうこれ

は大変大事だと思いますけれども、例えば、

基盤整備しとると全部所有者なんかは多分全

部分かってると思いますけれども、それ以外

の農地、水田、畑、こういうところの所有者

が決まってないところを見つけるということ

ですかね、整理するということですかね。 

 

○林田担い手支援課長 この所有者不明農地

対策事業につきましては、まず、地域計画を

今年つくっておりますけれども、その地域計

画の中で、所有者不明農地があった場合に、

その所有者不明農地の所有者をまず見つけ出

す、その後、所有者が見つからない場合に

は、その所有者不明農地を農業委員会が探索

して、工事して、その後、農地中間管理機構

が貸し付けるというような制度がありますの

で、そういう制度まで結びつけていくという

ような事業でございます。 

 

○城下広作委員 所有者をしっかり見つけ

て、マッチングさせて、誰かに貸すと、そう

いう大事な基礎になると思います。 

 それと、もう一つ、こういう所有者不明農

地に付随して、結局、もともとの筆頭の所有

者が亡くなって、相続で何人もいた場合に、

非常にこの土地が逆には流動できないという

か、活用できないという問題がある、この問

題はどういうふうに一緒に考えるんですか。 

 

○林田担い手支援課長 所有者不明農地につ

きましては、国のほうでは、全農地面積の24

％ぐらい、所有者不明農地があるというふう

に言われております。 

 ただ、そのうち、耕作されていない、有期

農地につきましては、非常に僅かということ

で、実際には、所有者不明農地であっても耕

作がされているというような現状にございま

す。 

 そういう場合は、ほとんどが口頭契約みた

いな形になっておりますので、しっかりした

手続を踏むということで、所有者不明農地対

策ということで、先ほど申しましたように、

所有者が分からない場合でも、農業委員会と

農地中間管理機構が連携することによって、

農地を最大40年借り受けるというような制度

がございますので、そういうような制度を使

って、所有者不明農地であっても、しっかり

した手続を踏んで、貸し借りにつなげていき

たいというようなところになっております。 

 

○城下広作委員 ちょっと私が聞いたのと違

って、逆に、所有者は分かっていても、相続

で、100人、200人って、その所有になったと

きに、なかなかそういう土地は活用できにく

いでしょうと、そういうのはどういうふうに

考えるんですかということで、所有者がもと

もと分からないと、誰かが所有権があったけ

ど、亡くなれば、結局相続とかなんとかっ

て、権利はいっぱいなってる分の土地がある

から、そういう土地もうまく活用するには何

か考えがあるんですかということです、これ

に合わせて。 

 

○林田担い手支援課長 失礼しました。 
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 両方の場合がございまして、所有者が全く

分からない場合と、あと、所有者がいっぱい

いる場合でも、１人とか２人とかでも分かっ

ていれば、そういうふうに農地管理公社が仲

介して、40年貸し付けるというような制度が

ございますので、そういう、今委員がおっし

ゃられたような、いっぱいいて、少数が分か

っている場合については、その少数の人を基

に、農業委員会、それから農地中間管理機構

が連携して、農地を貸し付けるというような

制度が今ございますので、そこを活用して貸

借に持っていきたいというふうに考えており

ます。 

 

○城下広作委員 しっかりこういう制度を利

用しながら、いわゆる死んでる土地という

か、作れるものは作っていただくという形の

部分で、頑張っていただきたいと要望しとき

ます。 

 以上です。 

 

○河津修司委員長 ほかに質問、御意見、あ

りませんか。 

 

○西村尚武委員 今出ました所有者不明農

地、これって、量といいますか、どのくらい

のあれがあるんですか。把握しておられるだ

けで教えていただければ。 

 

○林田担い手支援課長 全国でいきますと24

％ぐらいというふうになっておりまして、熊

本県でいきますと、大体21％ぐらい、耕地面

積のというような数量になっております。 

 以上でございます。 

 

○西村尚武委員 これって、県担当の方から

見られて、多いんですか、少ないんですか、

ちょっと初めて聞くんだけれども。量的に。 

 

○林田担い手支援課長 すみません、これは

もう私見になりますけれども、初めてこの数

字を見たときには、ああ、こんなにあるんだ

なというふうに思ったところでございます。 

 以上です。 

 

○西村尚武委員 実は、私天草なんですけれ

ども、天草でも、相続ができずに、そういう

土地が結構あって、そこも何とか農地として

使っているところもあるんですよね。そうい

う部分では、やっぱりそんな大きな問題にな

るのかなという気がしてるんですけれども。 

 

○林田担い手支援課長 ちょっと先ほど申し

上げましたとおり、国のほうでも24％、全耕

地面積の24％が所有者不明農地になっている

ということですけれども、そのほとんどが耕

作されているということです。遊休農地とい

うのはほんの僅かというふうに資料で出てお

ります。 

 こういうようなことから、実際問題としま

しては、口頭とか、あと、闇みたいな感じで

耕作されているというようなところがあるん

ですけれども、そこ、やっぱりきっちり制度

としてやっていこうということで、この所有

者不明農地制度というのがつくられて、農業

委員会が探索して農地中間管理機構が貸し付

けるというような制度が法定されたというよ

うなことでございます。 

 

○西村尚武委員 今言われた闇というのがよ

く分からぬのですけど。自主流通米とかそう

いうふうな……。 

 

○林田担い手支援課長 すみません。ちょっ

と訂正します。申し訳ありません。 

 代々ずっと作っていた農地、当初は、先代

のほうでは、ちゃんと約束を取り交わして作

っていたんでしょうけれども、そのうち、こ

ちらの持ち主のほうが、先ほど委員が言われ

たとおり、持ち主がいっぱいになっていった
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りとか、ちゃんとした登記あたりができなく

て、持ち主所在不明になったような農地を代

々作っているような形で、そういうような形

で、所有者不明農地であっても、耕作されて

いる農地というのは多いというようなことの

ようでございます。 

 以上です。 

 

○西村尚武委員 分かりました。 

あと、今天草の場合、私の周りでは、昔米

を作ってたところが、やはり米はなかなかも

う利益が出ないという部分で、野菜に変更し

ているところが結構あるんですよね。そうい

う部分もやはり今回の米騒動とかにも影響し

てくるんじゃないのかなというのを思うもの

ですから、その辺はどのように考えられます

か。 

 

○福永農産園芸課長 これまでも、野菜につ

いては、収益性の高い作物ということで推進

をしてまいりました。 

 御心配のところは、水田から畑地化になっ

たところかなというふうには思うんですけれ

ども、基本的には、これまで助成金をもらっ

て畑地化にしたところについては、そのまま

基本的には畑地のほうで取組をしていただく

ということになるかなというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 

 

○西村尚武委員 はい、分かりました。 

 

○幸村香代子委員 委員会の冒頭に、部長の

ほうからちょっと御説明があったところでお

伺いをしたいのですが、梅雨の時期を迎える

ということで、豪雨災害から５年がたつとい

う意味では、非常にまた梅雨の時期がやって

くるなと。 

 で、最近の、やっぱりこの線状降水帯であ

るとかというふうなことから考えると、非常

に心配するところがあるんですが、今回の、

山地防災パトロールとか、治山施設の点検を

行いましたというふうな御報告がございまし

た。 

 それで、実際、この辺りのパトロールをや

ってみられて、地域のところでは、やっぱり

山の荒廃というのがとても心配されていて、

それが、今回また土砂流出であるとかにつな

がるんじゃないかという御心配をとてもされ

ています。 

 で、このパトロールをされてみて、今回ど

うだったかというところをちょっとお尋ねを

したいんですが。 

 

○山下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 山地防災パトロールにつきましては、国

は、全国的な山地災害防止キャンペーンを５

月20日から行っておりますけれども、本県

は、それに先駆けて、５月10日からパトロー

ルを実施しているところでありまして、県内

各地、山地災害危険地区であるとか、避難の

際に援護が必要な方がいらっしゃるような老

健施設のそばであるとか、そういうところ

を、市町村とともに点検をいたしておりま

す。 

 その中で、やはり、鹿の被害によって下草

がないような山林が見受けられたり、そうい

った今後治山対策が必要な箇所というのは見

てとれるわけであります。必要な箇所は、き

ちっと予算化をして取り組んでいるところで

ありまして、いずれにしても、大雨の際には

早期に避難をしていただきたいということを

呼びかけているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○幸村香代子委員 であれば、例えば、その

辺りを把握されて、いち早く――さっき、取

り組んで、早めの避難とかっていうことがあ

る。で、いや、ここは危ない、危ないよねっ
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て、そんな場所というのは結構ありました

か。ちょっとその辺りをお尋ねしたいんです

が。 

 

○山下森林保全課長 おっしゃるとおり、県

内に山地災害危険箇所というのが3,000か所

ございますけれども､危険箇所の着手率とい

うのは、今６割を超えた程度でございます。 

 我々としては、予防的な措置も必要な箇所

は多いということは十分認識をいたしており

ます。で、全てを一挙にやるということはで

きませんので、危険な箇所、優先度を考え

て、被災が起きたところは率先して、優先的

に緊急治山事業等で取り組んでおりますし、

また、２年豪雨の際も、激特事業も組み合わ

せてやっております。 

 で、今着手をしてない箇所でも危険箇所が

あるというのは十分承知をしておりますけれ

ども、それは、市町村の要望、地元の要望を

受けて、予算化すべく、計画書をつくって国

に要望していってるわけでございますけれど

も、全てが予算化されているということでは

ありませんので、それは継続して国にも予算

化の要望をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○幸村香代子委員 多分、一度に進まないと

いうのは分かってるんですよ。だから、やっ

ぱりこういったふうな梅雨の時期の前に、や

っぱりそれだけ危険だということを、やっぱ

り地域の皆さんにもお伝えしていただきたい

し、もう雨が降る前に、とにかく避難してく

れというような話も、きちんと周知していた

だきたいなというふうに思います。 

 やっぱりもう、あの令和２年の豪雨災害

で、あれだけの被害があったわけですから、

とにかく人命を守るといったところを第一に

考えてやっていただきたいなというふうに思

います。よろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員 実は私も、部長説明に関連し

てお聞きしようと思ったんですが、この前

の、梅雨のはしりの集中豪雨でため池が崩壊

して、和水だったですかね。そういった事象

がありました。 

 国としても、そして県としても、自治体と

しても、ため池の整備については着手してい

ただいとって、実は地元で、ひょっとしたら

崩れるかもしれないよねというため池があっ

たんですが、手を入れていただいて、安心感

が増したなあと思っております。 

 そういった事業がありつつ、今回、報道と

して、ため池が崩落して、何か影響があった

やの報道がありましたけれども、そういった

ことをちょっと教えていただければ。 

 

○山下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 まず、ニュースでため池が決壊をして県道

に流出したということでございますけれど

も、実態としては、採石場の沈砂池、これ

が、水がたまって、盛土部分なんですけれど

も、築堤している部分が一部漏水をして、そ

れが決壊につながったということでございま

して、林地開発許可及び採石法に基づく採石

業の認可を受けたところでございます。 

 で、その後すぐ応急措置を行っております

けれども、林地開発許可を所管している県と

いたしましては、同様の施設について点検を

いたしておりますし、その箇所については、

きちっと漏水対策を講じるように、業者に指

導を行っているところでございまして、今

後、そういうことがないように、許可地につ

いては努めてまいります。 

 以上です。 

 

○山口裕委員 実は後で事象を聞いて、ため

池という表現だけだったんだなということを

私も知ったんですけれども、やっぱり、伝え

る、そしてまた情報を発信するときには、見
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た目はため池と言われてもため池なんです

が、やっぱりその辺りしっかりと正確に伝え

ていただいたほうがいいんじゃないかなとい

うことで質問させていただきました。 

 以上です。 

 

○松村秀逸委員 先ほどの食のみやこの関連

で、ちょっと食のみやこづくり、２ページで

すかね。３ページかな。 

 先ほど、料理人さんの育成事業ということ

で予算づけされて、産地ＰＲということを含

めたところであろうと思いますけれども、特

に農産物を作ってらっしゃる地域の、例えば

ＪＡの婦人部とか、そういう方々に対して

も、何かそういうのはあるんでしょうか、予

算的に。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 今回の事業での産地見学につきましては、

例えば、ＧＩ登録産品ですとか、高品質な県

産の食材などを使用するようなメニューの開

発とか、そういった研修を予定しております

ので、そういったものに使われます産地を、

あらかじめ料理人の方ともすり合わせをし

て、どういった食材の産地を見学するかとい

うのは考えていく予定としております。 

 以上でございます。 

 

○杉谷食のみやこ推進局付政策調整監 食の

みやこ推進局付でございます。 

 当局付の事業におきましても、レストラン

といいますか、シェフの関連の誘致の事業と

いうのを組み立てているところですが、こち

らにつきましては、首都圏での、特に県の出

身者の方のシェフもたくさんいらっしゃいま

す。 

 で、実際、産地見学という手法については

一緒なんですけれども、ぜひ、委員おっしゃ

ったとおり、そういった産地の見学の中で、

そういった女性部の方々との交流とか、生産

者の方々を含めたマッチングとかというとこ

ろも含めて取組は進めていきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

 

○松村秀逸委員 要は、県外に対して、熊本

のＰＲをするための料理人さんの育成と、そ

れと、他県から熊本に、研修とか、もしくは

視察とか、そういう中での、現地視察の中で

の交流の予算ということですよね。 

 で、よく地域の農家の婦人部の方々、結構

料理をうまく作って、あまり知られてないよ

うな料理をされることも多いもんですから、

ぜひそういうのも力入れていただきたいの

と。 

 それと、これは私の思いでございます。要

望と思って。 

おれんじ鉄道が非常に下火になってるの

で、ここら辺を、何か料理列車等、何かうま

く使えないのか、県南のほうにも結構、農産

物が、結構いい食品といいますか、あります

ので、ああいう、アグリビジネスと鉄道、県

も関係してますのでね。あそこら辺をうまく

――この間テレビでたまたまそういうのあっ

てたんですけれども、これをもうちょっとこ

う、観光客があそこに行きたいなと、熊本の

農産物、そして、あれは鹿児島まで続きます

から、連携して、食品関係、地域の農産物、

特産物と、観光客をそこへ呼び込んだ、何か

ＰＲができないのか。そうすることによっ

て、熊本の特産物だったりが全国に広がるん

じゃないかなというふうな思いがありますの

で、何かそこら辺も考えていただければとい

う、これは要望でございます。よろしくお願

いします。 

 以上です。 

 

○河津修司委員長 要望でいいですか。 

 



第３回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和７年６月20日) 

 

 

 

- 20 - 

○松村秀逸委員 はい。 

 

○河津修司委員長 ほかには質問、御意見ご

ざいませんか。 

 

○松村秀逸委員 じゃあ次にもう１つ。 

 先ほどの農地の不明者ということですが、

たしか、国のほうで、土地の相続とか、１年

以内に必ず登記をしなきゃいけないように決

まったんですけれども、もしやらない場合は

10万か20万の罰金があると思うんですね。だ

から、相続人か、もしくは相続の後の取得者

の公表は謄本を調べれば分かるんですけれど

も、そこら辺、先ほど不明者が多いというこ

とでちょっと気になったんで、それがどうい

う状況になっているのかなと、実際。 

 それと、私たちが一番地元なんかで困って

いるのが、持ち主は分かってるんですが、県

外におられるんですよね。だから、実際農地

を耕作していらっしゃらないんです。もちろ

ん借りて作ってらっしゃる方もおられるんで

すけれども。その場合、耕作放棄地になっ

て、それが結果的に、山の近いところにイノ

シシが入り込んだり、もしくは隣接者の畑を

地元の方が管理してても、もう荒れ放題で、

草刈りも余分にせないかぬとか、カズラと

か、そういうのが入って、そういうのが一番

困るもんですから。 

 あるいは、農業委員会あたりで、たしか、

指導、文書なんかでされてるだろうと思いま

すけれども、まだまだ、そこが行き届かなく

て、地元、地域の農家の方が困ってらっしゃ

るもんですから、なかなか思うようにいかな

いということで、そこら辺も市町村で恐らく

していらっしゃると思うんですけれども、も

うちょっと力を入れていただくと大変助かる

なという思いがございます。よろしくお願い

します。 

 直接関係ありませんけれども、以上です。 

 

○河津修司委員長 いいですか。 

 

○松村秀逸委員 要望でございます。 

 

○河津修司委員長 ほかに質問はございませ

んか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○河津修司委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号及び第27号について、

一括して採決したいと思いますが、御異議あ

りませんでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○河津修司委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外１件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんでしょう

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○河津修司委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第１号外１件は、原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり） 

○河津修司委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が１件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を受け

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○杉谷食のみやこ推進局付政策調整監 食の

みやこ推進局付でございます。 
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 報告資料をお願いいたします。 

 「食のみやこ熊本県」創造推進ビジョンに

ついて御報告をさせていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 ここでは、まず、上段に記載の県の基本方

針や総合戦略、そして、中段に記載の次期農

林水産業の各基本計画案の概要について、ビ

ジョンに関連しております項目について、朱

書きでお示しをしております。 

 本ビジョンは、これまで、新商品開発や販

路開拓等の出口を中心とした支援は継続しつ

つ、これから御説明申し上げます食関連の現

状や有識者会議の御意見等を踏まえ、稼げる

農林畜水産業の実現や熊本の食関連産業の発

展につながる新たな取組や視点を追加しなが

ら、整理を進めているところでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ここでは、熊本県の食を取り巻く現状及び

有識者会議の概要について御説明申し上げま

す。 

 資料上段の左側にあります農林畜水産業の

現状につきましては、多様な農林畜水産物な

どの食資源があり、そのバランスのよさが強

みであるということをお示ししております。

数字もお示しをしておるところでございま

す。 

 その右隣の県民の「食」に対する意識・関

心でございますが、こちら、県のアンケート

調査によるものでございますが、県民の半数

以上が、熊本県が農業産出額は全国トップク

ラスであることを知らないというふうな回答

が多うございますが、そういう中でも、食材

や料理、グルメといったところについては、

おおむね魅力があるというふうなことで、シ

ビックプライドとしてお持ちであるというふ

うなことで回答をいただいているところでご

ざいます。 

 また、本県を食のみやこと思うかと、単刀

直入に伺ったところ、「そう思う」「ややそう

思う」という回答が７割弱ということでいら

っしゃいました。 

 熊本の食の魅力をさらに高めていくために

必要なこととは何かという問いに関しては、

食と観光の連携、イベントの開催、情報発信

の強化などが必要ということで回答をいただ

いたところでございます。 

 中段の熊本県の「食」を取り巻く環境につ

いてでございますが、左側のグラフにつきま

しては、世界の食関連産業市場は右肩上がり

であるということ、また、その右側のグラフ

は、日本の食は海外でも人気があるというこ

ともあり、輸出も今後も順調に伸びていくと

いうことを示したものでございます。こちら

は、いずれも国の資料になります。 

 その右側の表の食のイメージがある都道府

県ランキングでは、熊本県は全国25位という

ことで、こちらは民間のデータでございます

が、お示しをしております。 

 その右隣のグラフにつきましては、国内外

の観光客の観光消費単価、要するに、宿泊

費、飲食費などについてでございますが、熊

本においては、九州では低い水準であるとい

うことをお示ししております。 

 こちらについては、日銀の熊本支店の数字

を引用させていただいております。 

 下段は、有識者会議の主な意見及び現状な

どを踏まえた課題を整理したものでございま

す。 

 有識者会議につきましては、今年の２月と

５月に２回開催をしております。これらの意

見を踏まえて、右側に課題を整理していると

ころでございます。 

 朱書きの部分を主に見ていただければと思

うんですが、全国的な食のイメージの向上や

県内の機運醸成、ＥＣをはじめとした事業の

流通、販売網の強化、レストラン、料理人の

充実強化というふうなことで整理をさせてい

ただいております。 

 続きまして、３ページをお願いいたしま

す。 
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 ビジョンの概要につきまして御説明を申し

上げます。 

 ビジョンのまず対象期間でございますが、

県の基本方針などと合わせまして、９年度ま

での３年間ということでしております。 

 これまで御説明申し上げました現状、課題

を踏まえ、目指す姿、３つの方針及び７つの

重点プロジェクトということで主に整理をし

ておりまして、その分を説明させていただき

ます。 

 目指す姿につきましては、熊本の食で世界

を魅了し、農林畜水産業や食関連産業が活性

化しながら、県民が豊かになることというふ

うにしております。 

 ここでいう世界につきましては、国内外と

いうふうなことで御理解いただければと思い

ます。 

 ３つの方針は、１つ目に、熊本の「食」の

基盤の構築でございます。 

 これは、県内の食に関する機運醸成や食関

係者によるネットワークの構築などとした、

主に県内向けの取組でございます。 

 ２つ目に、高付加価値化と消費拡大です。 

 これまでも、これからも、継続して支援し

ていく六次産業化による新商品開発や国内外

の販路開拓、そして、新たなアプローチとな

る料理人に焦点を当てた取組を含めておりま

す。 

 ３つ目に、農・食関連産業の集積とイノベ

ーションです。 

 こちらは、県南フードバレー構想のステー

ジ２や産学官の連携によるフードテックなど

の展開を主とした取組としております。 

 右側に記載の７つの重点プロジェクトにつ

いてでございますが、こちらは、一応、この

３年間で特に力を入れて取り組んでいくとい

うものでございます。 

 １つ目のくまもとの「食」県民運動！、３

つ目の来なっせ 食べなっせ くまもと！、４

つ目の情報発信力のある料理人の育成！につ

きましては、当局付、それと流通アグリビジ

ネス課で説明させていただきました予算と関

連したものになりまして、まずはしっかり取

り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。 

 それ以外のものにつきましては、既存事業

なり、次年度以降取り組んでまいる予定でご

ざいます。 

 本ビジョンにつきましては、今後、パブリ

ックコメントを経まして、今のところ７月末

頃に策定、公表という形で考えているところ

でございます。 

 食のみやこ推進局付は以上でございます。 

 

○河津修司委員長 以上で報告が終わりまし

たので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんでしょうか。 

 

○城下広作委員 例えば、３ページの図で

も、トマト、スイカ、デコポン、これは有名

なんですけれども、熊本の食の基盤という中

で、あえて、日本というのは、この和食とい

うのが、世界に自信を持って広げて、またブ

ームになってるけれども、その土台は、西村

先生の地元にある雑節が日本で半分以上はこ

の熊本、天草で出されて、これが和食の土台

になっているというのは、なかなか直接は書

けぬのでしょうけれども、そのことも少しや

っぱり、もう野菜、果物だけではなくて、雑

節で和食の底辺ができているというＰＲはど

こかでちょっと工夫して考えとってもらいた

いなというふうに思います。 

 これがないと日本食はできないということ

でございまして、その半分以上は牛深で生産

されている雑節だということをぜひＰＲもし

ていただきたいと思います。要望でございま

す。 

 

○前川收委員 熊本の農業県としての優位性

については、県民の皆さんも、このアンケー
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トでもしっかり御認識いただいているという

ことがよく分かっております。 

 ただ、農産品と我々が直接食べるときの食

品というんですかね、それが少し違うのかな

という感じがしてまして、さっきの予算の中

でも、シェフをちゃんとつくるとかという話

がありましたけれども、要は、たくさん取れ

ておいしい農産品がありますけれども、それ

をどうやって食べるのほうに入っていくのか

なと、食べるというところがキーワードかな

と思ってますので、もう既に予算も組んでや

っていただいてますけれども、例えば、有名

ないろんな料理とかね、熊本の料理としての

名物が何かぱっと浮かばないですね。お米も

たくさんある、肉もあります、いろんな食材

ありますけれども、それは料理として、何で

すかと言われたときには、ちょっと浮かばな

いかなあという感じがしてますので、そうい

う工夫をしてください。 

 以上です。答え要りませんよ。 

  （｢頑張ります」と呼ぶ者あり） 

○河津修司委員長 ほかに質疑はありません

か。――ないようでしたら、これで質疑を終

了します。 

 最後に、その他で委員から何かございませ

んか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○河津修司委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 最後に、要望が２件提出されておりますの

で、参考としてお手元に写しを配付しており

ます。 

 それでは、これをもちまして第３回農林水

産常任委員会を閉会します。 

  午前11時30分閉会 

 

○河津修司委員長 なお、辻井食のみやこ推

進局長が６月30日付で退職されますので、一

言御挨拶をいただければと思いますが、委員

の皆様よろしいでしょうか。 

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○河津修司委員長 それではお願いします。 

   (辻井食のみやこ推進局長挨拶) 

○河津修司委員長 お疲れ様でした。以上で

この委員会を閉じさせていただきます。 

  午前11時32分 
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